
＜News Release＞ 平成３０年２月５日

交通系ＩＣカード「ＰＡＳＭＯ」導入について
～本年４月１日（日）始発よりサービス開始～

みちのりグループ（＊）の湘南モノレール株式会社（本社：神奈川県 代表取締役社長：尾渡英生）は、ご利用
者の利便性向上を目的に、交通系ICカード「PASMO」のサービスを、平成３０年４月１日（日）始発より開始い
たします。
本「PASMO」サービスの開始により、「Ｓｕｉｃａ」など他の交通系ＩＣカードも湘南モノレール全駅でご使用いた
だけるようになり、これまで以上に便利にモノレールをご利用いただけるようになります。
なお、本サービス開始にあたり、各駅での駅務機器設置・改修等の工事期間中は、ご不便とご迷惑をお掛け
いたしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

記

【本リリースに関するお問い合わせ・ご取材依頼】
湘南モノレール株式会社 総務部

〒248-0022 神奈川県鎌倉市常盤18番地
TEL：0467-45-3181 FAX：0467-44-5799

公式ホームページ： http://www.shonan-monorail.co.jp/

１．交通系ＩＣカード「ＰＡＳＭＯ」サービス開始予定日：
平成３０年４月１日（日）始発より

２．ご利用いただける交通系ＩＣカード：
「ＰＡＳＭＯ」、「Ｓｕｉｃａ」、「Ｋｉｔａｃａ」、「ＴＯＩＣＡ」、「ｍａｎａｃａ（マナカ）」、「ＩＣＯＣＡ」、「ＰｉＴａＰａ」、
「ＳＵＧＯＣＡ」、「ｎｉｍｏｃａ」 及び 「はやかけん」

３．ＰＡＳＭＯ定期券・記名ＰＡＳＭＯカード・無記名ＰＡＳＭＯカードの発売開始日：
平成３０年４月１日（日）発売開始を予定しています（弊社発売場所：大船駅定期券窓口）。
※お持ちの磁気定期乗車券及び回数券は、「ＰＡＳＭＯ」サービス開始後もご使用いただけます。

４．その他：
普通・定期運賃は、「ＰＡＳＭＯ」サービス開始後も現行制度に変更ございません。
なお、工事及びサービス等の詳細につきましては、今後都度ご案内申し上げます。

（＊） みちのりグループについて：
株式会社みちのりホールディングスを持株会社とし、次の9社で構成される交通・観光事業グループ。
・岩手県北自動車 ・福島交通 ・会津乗合自動車 ・関東自動車 ・東野交通
・茨城交通 ・日立電鉄交通サービス ・湘南モノレール ・みちのりトラベルジャパン

上記2.記載のICカードの導入は、湘南モノレールがグループ初となります。

※「ＰＡＳＭＯ」は、株式会社パスモの登録商標です。
※「Ｓｕｉｃａ」は、東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。
※「Ｋｉｔａｃａ」は、北海道旅客鉄道株式会社の登録商標です。
※ 「ＴＯＩＣＡ」は、東海旅客鉄道株式会社の登録商標です。
※「ｍａｎａｃａ」「マナカ」は、株式会社エムアイシー及び株式会社名古屋交通開発機構の登録商標です。
※「ＩＣＯＣＡ」は、西日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。
※「ＰｉＴａＰａ」は、株式会社スルッとＫＡＮＳＡＩの登録商標です。
※「ＳＵＧＯＣＡ」は、九州旅客鉄道株式会社の登録商標です。
※「ｎｉｍｏｃａ」は、西日本鉄道株式会社の登録商標です。
※「はやかけん」は、福岡市交通局の登録商標です。

http://www.shonan-monorail.co.jp/

